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　 赤ちゃんの発育や育児、
妊娠中の生活、生活習慣病
についてなど、困ったこと
や心配なことがあるときは、
気軽にご相談ください。
問保健センター☎ 63-1133

種別 日（曜） 対象者 会場 受付時間

すくすく広場
（2 カ月児育児学級） 17（木） 平成 23 年   9 月生まれ

保
健
セ
ン
タ
ー

（
市
立
図
書
館
南
側
）

9:20 ～ 9:45

3 カ月児健診 9（水） 平成 23 年   7 月生まれ
13:00 ～ 14:00

7 カ月児健診 16（水） 平成 23 年   4 月生まれ

1 歳 6カ月児健診 30（水） 平成 22 年   4 月生まれ 12:30 ～ 13:45

3 歳児健診 25（金） 平成 20 年   5 月生まれ 13:00 ～ 14:00

育児相談 8（火） 育児に関して相談がある人
（親子でおいでください） 10:00 ～ 10:45

母子健康手帳発行
1

15
29

（火）
（火）
（火）

受付後、母親学級を 1 時間程度
開催します。できるだけ妊婦さ
ん自身がおいでください。

  9:50 ～ 10:15

11月

今月の税
市県民税 3期

国民健康保険税 5期

納期限　10 月 31日（月）

納期限内に納めましょう
口座振替の人は口座残高を

ご確認ください

納税にお困りの時は

早めにご相談ください

問収納課
☎ 63-1353・☎ 63-1362

障
が
い
の
あ
る
人
や
、
そ
の
家

族
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
、

困
り
ご
と
に
つ
い
て
、
巡
回
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。
障
が
い
種
別

ご
と
の
相
談
員
や
、
就
労
に
関
す

る
相
談
員
も
派
遣
さ
れ
ま
す
。
相

談
無
料
、
秘
密
厳
守
。

●
日
時
　
11
月
16
日
（
水
）

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

※
相
談
日
の
７
日
前
ま
で
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

●
場
所
　

玉
東
町
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
対
象　

身
体
・
知
的
・
精
神
な
ど

に
障
が
い
の
あ
る
人
と
そ
の
家
族

●
相
談
内
容　

日
常
生
活
、年
金
、

就
労
、
障
が
い
福
祉
サ
ー
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に
関
す
る
こ
と
な
ど
。

［
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問
］
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祉
課

☎
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１
４
０
６

℻
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２
８
８
１

【
無
料
法
律
相
談
】　

▼
日
時　

11
月
17
日
（
木
）　

午

後
１
時
～
４
時

▼
場
所　

市
役
所
総
合
案
内

▼
申
込
受
付　

10
月
21
日
（
金
）

～
11
月
16
日
（
水
）

※
予
約
先
着
８
人
。
11
月
の
開

催
は
1
回
で
す
。

［
申
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問
］
総
合
案
内

☎
63
・
１
５
０
３

【
行
政
相
談
】　

▼
日
時　

10
月
20
日
（
木
）、
11
月

17
日
（
木
）
午
前
10
時
～
正
午

▼
場
所　

市
役
所
総
合
案
内

［
申
］
総
合
案
内
☎
63
・
１
５
０
３

【
年
金
相
談
】　

▼
日
時　

10
月
25
日
（
火
）
午
前

10
時
～
午
後
３
時

▼
場
所　

市
役
所
11
号
会
議
室

問
健
康
生
活
課　

☎
63
・
１
３
２
７

各種相談

一般健康相談
8（火） 心身の健康に関して相談があ

る人。
9 日（水）は医師による相談日

保健
センター

10:00 ～ 10:45

9（水） 9:30 ～ 11:30

母 子 保 健 事 業
一 般 健 康 相 談

日程

認知症地域支援推進員を設置しました

障がい者定期相談（11月）

市
で
は
医
療
機
関
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
や
地
域
を
つ
な
ぐ
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
割

を
担
う
「
認
知
症
地
域
支
援
推

進
員
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

認
知
症
に
な
っ
て
も
住
み
慣

れ
た
地
域
で
生
活
を
継
続
す
る

た
め
に
は
、
医
療
・
介
護
及
び

生
活
支
援
を
行
う
様
々
な
サ
ー

ビ
ス
が
連
携
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
形
成
し
、
認
知
症
の
人
た

ち
に
と
っ
て
効
果
的
な
支
援
を

行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
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①
関
係
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整
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の
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認
知
症
の
総
合
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相談の窓口

✿弁護士による消費生活相談

　悪質商法や多重債務など、消費生活に関する
ことで悩んでいませんか。

●日時　11 月 8 日（火）午後 1 時～ 4 時
（１人当たり 30 分程度）

●場所　市役所１階　消費生活相談室
●対象　原則、市内在住の人
●申込方法
　10 月 28 日（金）までに予約してください。
●相談料　無料
［申・問］産業振興課　☎ 63-1432

✿消費生活相談

　暮らしに最も身近な商品への疑問、悪質なセー
ルスや多重債務問題などについて専門の相談員が、
解決に向けた助言や情報提供をします。あきらめ
てしまう前に一度ご相談ください。

●日時　毎週火、水、金曜（祝祭日、年末年始は除く）
　　　  午前 10 時～正午、午後 1 時～ 4 時
●場所　市役所１階　消費生活相談室
●その他　電話相談も利用できます
消費生活相談専用　☎ 63-1173
※相談は当時者本人からお願いします。
※事前に相談内容をまとめ、契約書・保証書・パ

ンフレットなど相談に関する資料を持ってきて
ください。

●相談料　無料
［問］産業振興課　☎ 63-1432

✿なんでも行政相談❶

　市と総務省熊本行政評価事務所では、一日行
政相談所「荒尾行政なんでも相談所」を開設し
ます。相談は無料で秘密は厳守します。

●日時　11 月 4 日（金）午前 10 時～午後 3 時
　　　（受付は午前 9 時 50 分～午後 2 時 30 分）
●場所　市役所　11 号会議室
●相談内容
　・不動産登記の手続き
　・所得税、贈与税、相続税
　・国民年金、厚生年金
　・道路、河川
　・交通標識、信号
など、国・県・市の仕事や手続、法律相談をお
受けします。
●相談料　無料
［問］総合案内　☎ 63-1503
熊本行政評価事務所　☎ 096-324-1662

✿なんでも行政相談❷

●日時　11 月 8 日（火）
午後5時30分～7時30分（受付は午後7時まで）
●場所　熊本地方法務局玉名支局

玉名市岩崎 273（玉名合同庁舎内）
●相談内容
・相続や売買などによる不動産登記、地代や家
　賃の供託に関すること。

・家庭のもめごと、近隣関係のトラブル、人権に
　関すること。
　法務局の職員がお受けします。
●相談　無料
※地方法務局玉名支局では、不動産登記につい

ての相談を予約制（月、水、金）で実施して
います。登記以外の相談は毎日受け付ていま
すので、気軽に相談してください。

［問］熊本地方法務局玉名支局　☎ 72-2347

秘密は堅く守ります

✿多重債務相談窓口

　消費者金融・クレジットなどの借金の返済など
でお困りの人は、相談してください。
●日時　月～金曜
　（祝祭日、年末年始は除く）
午前 9 時～12 時、午後1時～ 5 時
●場所　九州財務局
熊本市春日 2-10-1（合同庁舎内）
●専用電話　☎ 096-351-0150
［問］九州財務局　☎ 096-351-0150

問題の解決に向けて、一緒に考えましょう


